
  

 

令和６年豊能町議会９月定例会議

福 祉 教 育 常 任 委 員 会 

 

会 議 録 
 

 

 

 

                    令和６年９月６日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊 能 町 議 会



令和６年豊能町議会９月定例会議 

福祉教育常任委員会 

 

年 月 日   令和６年９月６日（金） 

場 所   豊能町役場 大会議室 

出 席 委 員   ６名 

         池田 忠史   吉田 正子   寺脇 直子 

          永谷 幸弘   永並  啓   高尾 靖子 

 

欠 席 委 員   なし 

 

委員外出席   中川 敦司（副議長） 

 

 

本委員会に説明のため出席した者は、次のとおりである。  

町 長 上 浦  登     副 町 長 高 木  仁 

教 育 長 板 倉  忠     生 活 福 祉部 長 小 森  進   

こども未来部長 仙波英太朗     福 祉 課 長 仲村  晴好      

住 民 人 権課 長 萩原  哲也     保 険 課 長 千歳あや乃  

健 康 増 進課 長 岡本めぐみ     教 育 総 務課 長 池田  拓也  

義 務 教 育課 長 峯  亜希子     こども育成課長 高田  浩史 

生 涯 学 習課 長 中 谷  匠     総 合 政 策課 長 山 内  拓 

 

 

 

本委員会に職務のため出席した者は、次のとおりである。  

議 会 事 務局 長 浜本  正義     書    記 杉田  庄司 

 

 

 

 



本日の会議に付された案件は次のとおりである。  

 

１．令和６年豊能町議会９月定例会議付託案件について   

  

    

・第３８号議案  豊能町国民健康保険条例改正の件  

    

・第４０号議案 大阪府後期高齢者医療広域連合規約の変更に関す  

る協議について  

    

・第４１号議案 令和６年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正  

予算（第１回）の件  

    

・第４３号議案   令和６年度豊能町一般会計補正予算（第３回）の

件（関係部分のみ）  

    

２.その他    

 



1 

 

       午前９時30分 開会 

 

○委員長（池田忠史君） 

おはようございます。 

先日からですね、コロナが５類に変わって

からで今11波ということらしいんですけれど

も、ちょっと先日がピークでもう少し下がっ

てきてるようですので、もう11波もそろそろ

下がって終わっていくのかなというところで

すけれども。まだまだコロナが５類に変わっ

てから風邪のような扱いはされても、コロナ

はコロナで症状、結構ひどい方もおられるよ

うですので今後もですね、皆さん体調のほう

にはお気を付けいただければと思います。 

では座らせていただきます。 

ただいまの出席委員は６名であります。 

定足数に達しておりますので福祉教育常任

委員会を開会いたします。 

委員会開会に当たりまして、町長より挨拶

がございます。 

上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

皆さんおはようございます。 

本日はお忙しい中、ご参集いただきまして

誠にありがとうございます。 

まずですね、昨夜、希望ケ丘でですね、住

民さんが犬の散歩中に、クマらしきとクマと

思われる野生動物に遭遇されたということで、

21時 47分に警察のほうに、通報が 10時頃に

入ってるということで、町といたしましては

ですね、今朝からですね、青パトそれからＰ

ＴＡで見守りをさせていただきながらですね、

下校時にもですね、小学校の下校時それから

中学校の下校時２回、見守りをさせていただ

こうかなと考えてございます。 

警察のほうからはですね、警察メールで、

昨日23時にですね、メールが入ってまして私

も登録しておりますので入ってきてたという

ような状況になってきてございます。クマと

思われるということでまだクマと断定したわ

けではないんですけれども、野生動物という

ことで、これからも気を付けていきたいと思

いますし、今日は夕方にそういった形で見守

りをさせていただきながら、子どもたちの安

全・安心につなげていきたいと思っておりま

すので、ご理解いただきますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

改めまして、本日の福祉教育常任委員会で

はですね、38号、40号、41号と43号議案の関

係部分につきまして、御審査をいただくこと

となってございます。詳細に御審査をいただ

きまして委員の皆様方にご理解を賜りたいと

存じますので、どうかよろしくお願い申し上

げます。簡単ではございますが、開会に当た

りましての御挨拶とさせていただきます。 

本日は何卒よろしくお願いをいたします。 

○委員長（池田忠史君） 

これより本日の会議 

を開きます。 

本日の審査事項は、お手元に配付のとおり

でございます。 

１.令和６年豊能町議会９月定例会議付託

案件についてを議題といたします。 

第38号議案、豊能町国民健康保険条例改正

の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

それでは第38号議案、豊能町国民健康保険

条例改正の件につきまして、提案理由の説明

をいたします。本件につきましては国民健康

保険法の改正に伴い、所要の改正を行うもの

でございます。それでは議案概要、新旧対照

表を御覧ください。 

改正の内容は、行政手続における特定の個
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人を識別するための番号の利用等に関する法

律等の一部を改正する法律により、現行の紙

の運用、被保険者証が交付されなくなること

から、条例第47条の規定中、被保険者証の返

還を求められてこれに応じない場合の罰則に

係る規定を削るものです。 

附則といたしまして、この条例の施行は令

和６年 12月２日といたします。 

また、経過措置といたしまして施行日前に

した行為及び政令により、なお従前の例によ

ることとされる場合におけるこの条例の施行

の日以後にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例によるものといたしま

す。 

説明は以上でございます。 

御審査いただき御決定くださいますよう、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（池田忠史君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

おはようございます。 

永谷です。 

まず１点目ですけど、この国民健康保険法

がマイナカードに一体化になるということな

んですけれども、現在の豊能町におけるマイ

ナカードの普及率ですね。それともう１点は

今回このマイナカードを国民健康保険の紙ベ

ースから、マイナカードに一体化するんです

けども、それの普及率、まずこの２点につい

てお伺いいたします。 

○委員長（池田忠史君） 

萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

住民人権課、萩原です。 

マイナンバーカードの普及率ということで

すが、ちょっと交付率ということでちょっと

お答えさしていただきたいと思いますが、今

年の３月時点になるんですが、豊能町にお  

きましては、交付率が81.24％となっており 

ます。 

○委員長（池田忠史君） 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

国民健康保険にかかります、マイナンバー

カードの交付率につきましては、64.58％に

なっております。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

今、豊能町のお話ですけれども、交付率が

81％が高いほうなのかなと思いますけど、国

全体ではまだ低い状態でありまして、豊能町

においてはマイナンバーカードを使っておら

れる方が増えつつあるということですけれど

も、トラブルとかいうのは一切ないのでしょ

うかその辺をちょっとお聞かせください。 

○委員長（池田忠史君） 

萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

住民人権課、萩原です。 

先ほど豊能町の交付率のほうが 81.24％と

いうことでしたが、ちょっと参考に国のほう

が 78.67％で、大阪府全体で 77.10％という

ことになってまして、ちょっとトラブルって

いうことなんですが、それは何か悪用された

とか、そういったことを想定されてるのかな

と思うんですが、具体的にちょっとこちらの

ほう、言うたら住民人権課に入る分と直接マ

イナンバーカードの相談ダイヤルとか、そう

いった国が用意した施設もあるんですが、ど

っちにちょっと相談行ってるかってのはわか

らないんですが、ちょっと住民人権課のほう

では何か自分のマイナンバーカードが悪用さ
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れたとかいうような事例の報告は受けており

ません。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正子君） 

マイナンバーカードが、豊能町は 81.2％

で、あとの人はまだ取っておられないんで、

また会社員の方たちは働いてらっしゃる、な

かなか有休が取れなかった場合、この書いて

あるのは保険証、紙ベースのものは期限内は

使えるとありますけども、駄目だった場合は

どうなるんでしょうか。 

○委員長（池田忠史君） 

千歳保険課長 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

会社員の方に関しましては、社会保険のほ

うに入られてますので、それぞれの保険者の

ほうで手続きのほうが違うかとは思いますが、

保険証のほう、紙の保険証がなくなりまして

も保険資格というものがございますので、豊

能町のほうの国民健康保険加入者対象者には、

資格確認書というのを送らせていただきまし

て、そちらが保険証のほうに変わるというよ

うな形で運用のほうをさせていただきます。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正子君） 

マイナンバーカードになることによって、

それデジタル化になるから、ちょっとお年寄

りの方がちょっと書類やるのがちょっと難し

いという場合は、豊能町は窓口を開いて懇切

丁寧にその加入いうのをちゃんとやっていか

れるようなことは考えられているのでしょう

か。そこら辺をお聞かせください。 

○委員長（池田忠史君） 

萩原住民人権課長。 

○住民人権課（萩原哲也君） 

住民人権課、萩原です。 

高齢者とか、なかなかちょっとマイナンバ

ーカードの交付手続き、受け取りに来るのが

困難という方が一定数いらっしゃるのかなと

思うんですけれども、その方は国のほうの基

準で代理の受け取りができるというような条

件がいろいろあります。例えば高齢者である

とか施設に入院されてるとか、あとは障害と

かがあるとか、いろいろな様々な要因によっ

てはなかなかちょっと、こちらの窓口に来る

のが困難かなという人に対してはそれなりの

代理で受け取りとかそういったことは対応可

能です。あとずっとお勤めで、なかなか来れ

ないっていう方に関しては、あまり要望とか

いうのはないんですが休日交付っていうのも、

今で言うと、２ヶ月に一回程度は対応可能と

いうことで、実際には今やってても、来ても

１件とか、２件とかそんな程度の数しか依頼

というのはないんですけれども、そういった

もので対応も行っております。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

これはこのマイナンバーカードに切り替わ

るメリットについて伺います。 

○委員長（池田忠史君） 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

マイナ保険証を使うことによりまして、今

までのように紙の保険証っていうのを持ち歩

かなくていいっていうのはまずそれがあるん

ですけれども、例えば一定、これ以上の医療

費っていうのは支払わなくてもいいという限

度額というものがあるんですが、今まではそ
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ういった限度額を確認証というのもあわせて

必要な方もいらっしゃいましたが、マイナ保

険証の中にはその限度額に関する情報とかも

入っておりますので、そういったところで、

マイナンバーカード一枚で、保険の手続きが

受けられるといったようなそういった利点の

ほうはございます。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

先ほど資格確認書という言葉を聞いたんで

すけども我々被保険者証はね、これまでずっ

と使ってるんですけども、これってどういう

ものなのか。お聞きします。 

○委員長（池田忠史君） 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

資格確認書の様式につきましては、国のほ

うから一定こういった様式でというようなの

が幾つか示されております。その中のどれか

を選ぶというような形になっております。な

ので、今までのような大きさ名刺サイズの大

きさのものであったり、Ａ４サイズの物であ

ったりその対応のほうは各保険者のほうに任

されております。大阪府のほうで保険料のほ

うの統一化を今年から行われておりますので、

大阪府の中で、そういった様式のほうも統一

していきたいと思っております。 

その資格確認書の中に書かれる内容としま

しては、保険証のほうに記載されております、 

名前であったりだとか、あとは生年月日であ

ったりだとか、そういった情報というのが載

るというような形になっております。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

永谷委員。 

○永谷委員（永谷幸弘君） 

それの資格確認書の有効期限というのはあ

るんですか。何年ぐらいを有効期限とすると

いうか、そういうことがあるのかどうかお伺

いします。 

○委員長（池田忠史君） 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

資格確認書の有効期限につきましては、５

年以内と、国民健康保険に関しては今後５年

以内ということで定められております。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君）  

永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

今回マイナカードに変わるということで、

被保険者証の罰則については今回削るという

内容をお聞きしました。経過措置としては、

ここに書いてますけど、なお従前の例による

というのを書いてますので、この従前の例に

よる罰則の適用というのはどういうものがあ

るのか、この点についてお伺いいたします。 

○委員長（池田忠史君） 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

この罰則というのは罰金10万円というよう

な罰則規定のほうがございます。この罰則に

つきましては、この被保険者証の返還を求め

る場合があるんですけれども、その返還に応

じないものというところなんですが、例えば

その保険証っていうところを、悪質な滞納と

いうのが続いておったりだとか、あとは保険

証を使って何かそれを悪用したとか、そうい

った事例に応じて被保険者証の返還を求める

ということがあります。 

以上です。 
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○委員長（池田忠史君） 

吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正子君） 

マイナンバーカードでやってても、マイナ

カードに有効期限があって、ちょっとそれで

間に合わへん言うたときはどういうふうにし

たらいいのか。国からどういうふうに指示が

あったのかお聞きしたいと思うんですけど。 

○委員長（池田忠史君） 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課長、千歳です。 

保険証の有効期限といったようなところな

んですけれども、それが例えばマイナンバー

カードの有効期限が切れたので保険証の役割

も一斉に失われてしまった。そういう場合は

窓口に来ていただくか、お電話いただいて、

それが郵送になるのかというところなんです

が資格確認書をお出しするというような形に

なります。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

すいません。私からちょっと一点、これ資

格確認書は発行されるわけですけれども、こ

れに対する罰則規定っていうのはどこかにあ

るんですかね。これももちろん何かあれば返

還しないと駄目だと思うんですが。 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

現在はこの被保険者証に関する罰則を削っ

てそれが資格確認書に変わるということなん

ですが、資格確認書を悪用した場合であった

とか、そういった場合の返還に関しては、ま

だ省令のほう出ておりませんので、今のとこ

ろは何も罰則規定はないということになって

おります。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

罰則規定ということで、今回これね、改正

になってるんですけども、この10万円以下の

過料という滞納については、現在どれぐらい

の滞納金があるのか。それがわかればちょっ

と教えてください。 

○委員長（池田忠史君） 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

そうですね、今、私手元にその資料のほう

持ち合わせておりませんので、決算特別委員

会のほうでお話させていただくことになるか

と思います。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

滞納によって、このマイナンバーカードを

これから進めていくいう話ですけども、この

点でいろいろと支障が出てくる人もおられる

と思うんですけどね。この点、私はすごく懸

念しております。それと※印が書いてありま

すね、規定内容の下に。これはもうマイナン

バーカードを一体化するいうことがもう明確

に示されているということでとらえてよろし

いんですか。 

○委員長（池田忠史君） 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

それが今、国の方針となっております。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 
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今、このマイナンバーカードを利用するこ

とを推進している自治体にいろいろ問題が起

きてるんですけど、コンビニでマイナンバー

カードを使って、いろいろと証明書とか使う

ようにしてるけども、割引をしているいうこ

とが言われてて、豊能町としてはそういうこ

とは行っていなかったですかね、ちょっと確

認です。 

○委員長（池田忠史君） 

萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

住民人権課、萩原です。 

うちもコンビニ交付については、住民票の

発行であるとか、印鑑登録証明書の発行です

ね、こちらのほうを対応でやってるんですけ

れども、窓口に来たときの手数料と同じ額で

同額で何ていうんですかね、コンビニの交付

のときの手数料も同じというふうな設定にし

ておりますが自治体によってはコンビニ交付

の方が値段を安く、それは多分、窓口にこれ

られる数、お客さんをコンビニ交付の方で分

散させるっていうのが目的でされてるところ

もあるので、ちょっと全体的によその自治体

の状況も見ながら今後検討していかなあかん

のかなというふうには思ってます。 

ただ、コンビニ交付を使うことで一定の事

務経費っていうのはまたかかってくるので、

それと人件費を比べてどうなのかっていうと

ころになるかなと思うんで、これから先、窓

口で人が足りないとかなってきたときにはそ

ういうふうな方向を考えなあかんのかなとい

うふうに思ってます。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

今、最終的にはそうなるかもという話です

けど、住民はいろいろこうね、納付するとか

支払いするのは、どちらを選んでも自由なこ

とであって、割引するいうような公平性を欠

くようなことはしないようにして欲しいなと

いうふうに思います。今回はこういう罰金の

関わる規定ですね、これを削るものっていう

ことだけでとらえていいのか、それが、この

一番下に書いてあるマイナンバーカードはこ

れからのお話です。という方向でとらえたら

いいのか、その辺が迷うところでございます

けれども改めて明確にこれ紙からマイナンバ

ーカードにするいうことが改めて出てくるの

かどうか、その点をちょっと伺いますがどう

ですか。 

○委員長（池田忠史君） 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

紙の保険証をなくして、マイナンバーカー

ドの保険証に変えていくというのは国の方針

でございます。それに伴って国民健康保険法

が改正されましたので、そういった意味では

紙の被保険者証というのが復活するというこ

とは、ないのではないかなと思っております。 

ただ、いろんなご事情があってマイナンバ

ーカードというのを取得されない方もいらっ

しゃいますので、そういう方に対して資格確

認書というのに変えて、交付させていただく

というような形で考えております。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

民主主義っていうものはコストがかかるん

だなと。多数決で決まったとしても、嫌なら

ずっと嫌をいえるというようなところがすご

い歯がゆいところではありますけど。ちなみ

にマイナンバーカードに保険証が変わること

で職員の仕事量の負担とかどれくらい減るの
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か。それで、資格確認書をつくることでどれ

くらいのその費用というものは、どれくらい

かかるのかというものは試算されたりしてま

すか。 

○委員長（池田忠史君） 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

紙の被保険者証がなくなるということです

ので、マイナンバーカードに一体化されてる

方に関しては被保険者証にかわる資格確認書

もいらないんですけれども、これから、かわ

ると12月２日以降使えないというような形、

再発行、新たな発行ができないということに

なることに関していろんなお知らせであった

り、そういったところっていうところに職員

の負担がかかってくるのかなというふうに思

います。 

資格確認書というところを送らせていただ

くというところとマイナンバーカードをお持

ちの方に関しても、例えば医療機関に行った

際にですね、なかなかそのマイナンバーカー

ドが読み込めないといったようなことも聞い

ております。そういった場合を想定しまして、

資格確認書ではなくて、ちょっと待ってくだ

さい。お待ちください、資格情報に関するお

知らせですね、こういったものをマイナンバ

ーカードと一体化されている方には送らせて

いただいて、それは被保険者証というか、保

険としては使えないんですけれども、マイナ

ンバーカードが読み取れなかった場合にこう

いう情報の保険証を私は持っていますと、保

険資格を持っていますというようなことをお

知らせするという、そういう形にもなってお

りますので、なかなかそれを比べてみると、

負担が下がるのかとか、そういったところで

は、まだまだ見えないところかと思っており

ます。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

行政の場合はね。銀行のとか、民間企業は、

例えば、今まで紙ベースで領収書を請求書を

送ってきて、これから紙を使う場合は 100 円

とりますよみたいなことがいえるんですけど、

自治体の場合は、幾らそれを進めたとしても、

ずっとそれがゼロになるまでは紙でもずっと

出し続けないといけないんで、特に過渡期な

んかは非常にコストがダブルでかかってくる

ような形かと思うんですけど、最近国のほう

の普及率、昔ならねポイントをあげるからと

いうことで普及率上げようという試みがあり

ましたけど最近ほぼＣＭもしないし、今でも

80％ぐらいだと、多分，他市町村行くともっ

と低いかなと思うんですけど、それをやっぱ

り増やしていく、いずれは 100％にしていか

ないといけないのかなと思うんですけど、そ

ういう取り組みっていうのは何か聞かれたり

してますか。 

○委員長（池田忠史君） 

萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

住民人権課、萩原です。 

うちで言うと今の交付率で言うたら大阪府

の中では、５番目になるんですけれども、割

と比較的高いところではあるんですが、もち

ろんなんていうんすかね、窓口来られた方と

かに本人確認でマイナンバーカードとか免許

証とかを見せてもらったりするんですがマイ

ナンバーカードを持ってらっしゃらなかった

ら、ちょっとそういうお話もさせていただい

たりとかいうのはさせていただいております。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

永並委員。 
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○委員（永並 啓君） 

あまり国のほうも 100％目指す動きがあん

まり最近見えてこないんで、僕はもう実際使

って、いろいろと例えば車の名義変更のとき

に印鑑証明がなくて困ったけども、近くのコ

ンビニで取れたりとか、今も保険証を使って

すごい便利だなと思ってる。 

やはりそういう便利な事例っていうものを

もっと発信してやはり 100 を目指すように、

常に心がけていかないと、やっぱ 100 になら

ないと、本当にコストダウンにならないはず

なんですよ。常に両方必要だといった両方の

対応をとっていかないといけないんで、ぜひ

ともそういったところを豊能町だけではなく

大阪府・国、巻き込んでもっと発信してもら

うような動きをとっていただきたいと思いま

す。 

○委員長（池田忠史君） 

永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

先ほどマイナの交付率をお聞きしまして全

体で 81.24％で国民健康保険を一体化しても

64.58％なんですけど、これを町として、実

際にマイナカード持ってない方残り 18.76％

ですよね。一体化されてない方は 35.42％で

す。町はこれを町民さんに対してどのように

広報してですね、目指すは、先ほど永並委員

からもありましたが 100％なんですよね。ど

のように広報していくのか、その点について、

お願いいたします。 

○委員長（池田忠史君） 

萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

住民人権課、萩原です。 

委員のおっしゃるようにこれからそういっ

た方についてアプローチ、こちらの方からし

ないといけないと思うんで広報であるとかも

そうですが、今、割と比較的やっぱし皆さん

マイナンバーカード持って何がメリットあん

のか言うたら、一つはコンビニ交付ができる

ということなんですが、他はやっぱり一番大

きいのはやっぱ保険証ですね保険証のほうが

言ったら、紙の分がなくなるということで結

構割と最近申請の方が増え、窓口も増えてき

てるのかなというところではありますんで、

徐々にその何ていうんすかね、やっぱ必要性

っていうのが、皆さんもちょっと感じてはい

るのかなと思うんで。どういったらいいです

かね、そういった方に、ちょっとこちらから

アプローチできる方法とか、そういったのも

今後考えていきたいなというふうに思います。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

最初はやっぱり持ってない方に対してね、

これやっぱり持っていただくということでや

っていくんですが、例えばその個人に郵送な

りするなり、いろんな方法ありますけれども、

まずは一番最初それですよね。それから、国

民健康保険の便利さがありますので、それに

ついてどうやっていくかということなんです

けど、るる検討していただいてよろしくお願

いしますということしかないですけども、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（池田忠史君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

これまで国は発行は任意ということね、言

われてきてて、強制されるものではないとい

うことで、私もいろいろ書類見たり聞いてき

てるんですけれども。それは、任意はもうな

くなったいうことになるのかその辺は、どう

なんですか。個人の任意によって発行するか

どうか決めるというふうな話だったと思うん

ですけど、どうなってますか。 
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○委員長（池田忠史君） 

萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

住民人権課の萩原です。 

私どもの見解としましては、マイナンバー

カード制度始まったときにはこれは任意でと

いうことで受けてますんで、任意ということ

の認識でやってたんですが、そういったとこ

ろの保険証の辺とかで、紙をなくすとかいう

ところで結局支障が生じてくるということで、

任意とは言うときながら、ほぼほぼ、なんて

いうんすかね強制に近いような方に国のほう

が、徐々に持って来させようとしてるのかな

というふうに思うので、一応見解としては任

意ということで思っております。 

○委員長（池田忠史君） 

ほかに質疑ございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（池田忠史君） 

質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

   （「なし」の声あり） 

○委員長（池田忠史君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は原案のとおり可決と認めることに賛

成の方は挙手を願います。 

    （全員挙手） 

○委員長（池田忠史君） 

挙手全員であります。 

よって、第38号議案は原案のとおり可決さ

れました。 

続きまして、第40号議案、大阪府後期高齢

者医療広域連合規約の変更に関する協議につ

いてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

それでは、第40号議案、大阪府後期高齢

者医療広域連合規約の変更に関する協議に

つきまして、提案理由の説明をいたします。 

本件につきましては、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律等の一部を改正する法律の施

行により、現行の紙の被保険者証が交付さ

れなくなること等に伴う、大阪府後期高齢

者医療広域連合規約の変更に関して、地方

自治法第291条の３第１項の規定により、

関係市町村と協議するため、同法第291条

の11の規定により提案するものです。 

それでは第40号議案並びに新旧対照表を

御覧ください。変更の主な内容としまして

は、別表第１関係として、「被保険者証及

び被保険者資格証明書」を「資格確認書等」

に改める。後期高齢者医療制度の事務につ

きましては、大阪府後期高齢者医療広域連

合が処理する事務の他、規約別表第１に定

める事務については関係市町村で行うこと

とされております。 

先ほど申しましたように、この内被保険

者証及び被保険者資格証明書の引渡し、返

還の受付について現行の被保険者証等が交

付されなくなることにより、文言を変更す

るものです。 

次に、別表第２関係としまして、備考欄

にあります「及び外国人登録原票」を削る

ということです。広域連合の経費に充てる

こととされています、関係市町村の負担金

の額につきましては、広域連合の予算にお

いて定めるものとされております。 

別表第２定める負担金の区分のうち、共

通経費にかかる、高齢者人口割、人口割の

算出基準において外国人登録原票を削るも

のです。 

附則といたしましてこの規約の施行は令
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和６年 12月２日といたします。 

説明は以上でございます。 

御審査いただき、御決定くださいますよう、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（池田忠史君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

新旧対照表の別表第２ですね、第17条関係

の備考にあります、先ほど説明ございました

けれども、外国人登録原票を削るという説明

があったんですが、これの背景について、も

しわかればお聞かせください。 

○委員長（池田忠史君） 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

もともと外国人登録制度というのがですね、

平成24年に、すでに新たな在留管理制度が導

入されたことに伴いまして廃止のほうされて

おります。本来であれば、そのタイミングで、

この外国人登録原票の削除のほうを行うんだ

ったんですけれども、当時広域連合内におい

てもこの改正について、削るという改正につ

いての議論があったんですけれども、   

大阪府後期高齢者医療広域連合の運営自体に

ですね、支障がないとその当時は判断されま

したので、そのままになっておりました。 

今回、紙の被保険者証がなくなることによ

り、大きな改正がございますので、そのタイ

ミングで今回削らせていただいたというよう

なところでございます。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

この名称が削除されるということで確認い

たしました。先ほど外国人登録原票から在留

何とかかんとかという名前に変わってると聞

いたんですけども、それ自体はこのマイナカ

ードの中に一体化されるという認識でいいん

でしょうか、ちょっとその辺私はよくわから

ないので、質問させていただきます。 

○委員長（池田忠史君） 

  萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

住民人権課、萩原です。 

外国人の方もマイナンバーカード申請され

ていれば、マイナンバーカードを所持するこ

とができますので、そこでどういったらいい

ですかね、在留期間の範囲内でマイナンバー

カードの有効期限を設けて発行しているんで

す。その方がマイナ保険証ですかね、マイナ

カードですかね、そっちのほうの情報という

のは、その何ていうんですかね。どこまでか

っていう話だと思うんですけれども、今おっ

しゃられるのは、なんかもっと細かいあれで

すかね、国籍とかそういった話になるんでし

ょうか。 

○委員長（池田忠史君） 

  永谷委員 

○委員（永谷幸弘君） 

外国人登録原票というのはもともとあって、

これはなくすということですよね。それに代

わる、その名称は今在留なんとかかんとかい

う名称でしたっけ。変わってますけどもそれ

自体がその前のカードの中に一体化されるん

かなという、その素朴な質問なんです。 

○委員長（池田忠史君） 

  萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

住民人権課、萩原です。 

平成24年にもともとそれまでは日本人と外

国人は別で日本人は住民基本台帳の制度の中

でありまして外国人は外国人登録の制度があ

って、住民基本台帳の制度が改正されて、そ
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の外国人も住民基本台帳制度の範疇に入った

ということになるので住民票のほうも外国人

も一緒に出てくるということになりますので、

もう日本人と全く同じ扱いになって、その中

で、普通にマイナンバーカードを申請された

方には、同じようにマイナンバーカードが発

行されて、日本人と同じように使えるという

形になります。在留カードとかいうのは、入

国するときに、入国管理局のほうで発行され

る身分証明書みたいなもので、またそれをマ

イナンバーカードとはまた別になります。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

  吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正子君） 

関連で聞かせていただきたいんですけども、

豊能町においてそういう方がおられるのか、

把握されているのかそこら辺をお聞かせくだ

さい。 

○委員長（池田忠史君） 

  萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

住民人権課、萩原です。 

豊能町のほうにも外国人の方、いらっしゃ

いますので外国人登録事務というのを、実際

にやっておりますので、もともとどういった

らいいですかね、特別永住者って日本もとも

とずっと日本にいてる方もいらっしゃいます。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

こちらも例えば寝たきりの高齢者の方とか

外出できない方っていうのは代理、とかいう

のが認められてるんでしょうか。 

○委員長（池田忠史君） 

  萩原住民人権課長。 

○住民人権課長（萩原哲也君） 

住民人権課、萩原です。 

交付の際に、やはりなかなか寝たきりの方

とかであればやはり交付に来るのが窓口に来

るのが困難ということになると思うんで、国

のほうが一定基準を設けまして代理の交付が

可能な条件に該当すれば、その代理の人が受

領することができるということにはなります。 

ただ、交付時に暗証番号を設定したりとか、

そういったものがあるので本来は本人が一緒

についてきてもらってしたほうが、セキュリ

ティの関係ではいいんですがそういった場合

は、番号を代理の方にわからないように伏せ

て、そういったもので対応します。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

豊能町におきましてはこの高齢者医療の広

域連合のことなんですけれども、資格確認書

ですね、受け取られる方の人数的なことは把

握されているのかどうかお聞きします。 

○委員長（池田忠史君） 

  千歳保険課長 

○保険課（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

数字というものは、今この場で数字は出な

いんですけれども、直近でこちらが把握して

おります情報になりますと、後期高齢者医療

自体の被保険者証をお持ちの方が、5,267 人

いらっしゃいます。その中でマイナンバーカ

ードに登録されてる方が 67.21％ということ

になりますので、概算で 3,530 人程度かなと

いうふうに思います。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」の声あり） 

○委員長（池田忠史君） 
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  質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

   （「なし」の声あり） 

○委員長（池田忠史君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は原案のとおり可決すると認めるこ

とに賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 ○委員長（池田忠史君） 

   挙手全員であります。 

よって、第40号議案は原案のとおり可決

されました。 

続いて第41号議案、令和６年度豊能町介

護保険特別会計事業勘定補正予算（第１回）

の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

千歳保険課長。 

○保険課長 

保険課、千歳です。 

それでは、第41号議案、令和６年度豊能

町介護保険特別会計事業勘定補正予算の件

について説明いたします。補正予算書の３

ページを御覧ください。 

令和６年度豊能町介護保険特別会計事業

勘定補正予算（第１回）でございます。 

第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ 6,079万 2,000円を

増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ25億 6,161万 6,000円とするもので

す。 

それでは今回の補正内容につきまして、

歳出より説明させていただきます。11ペー

ジを御覧ください。 

款４.地域支援事業費、項３.包括的支援

事業費・任意事業費、目８.認知症総合支

援事業費、減額 152万円は、当初、地域支

援事業費において実施する予定であった認

知症伴走型支援事業について国の補助を受

けて一般会計において実施するため、地域

支援事業費の予算を減額し、一般会計   

に組み替えするものです。 

款６.基金積立金、項１.基金積立金、目

１.介護給付費準備基金積立金の 592 万

6,000 円は、令和５年度の介護保険事業に

おける給付実績に基づく精算による追加交

付金相当額を積み立てるものです。 

続いて 12ページを御覧ください。 

款８.諸支出金、項１.償還金及び還付金、

目２.国府等支出金償還金の 5,638万 6,000

円は、令和５年度の介護保険事業における

給付実績等の精算により、国、府等へ償還

を行うものです。 

歳出の説明は以上です。 

次に歳入について説明いたします。 

８ページを御覧ください。 

款１.保険料、項１.介護保険料、目１.

第１号被保険者保険料の現年度分特別徴収

保険料30万 4,000 円、現年度分普通徴収保

険料３万 4,000 円、款３.国庫支出金、項

２.国庫補助金、目３.包括的支援事業等費

交付金の現年度分 58万 5,000円。 

続いて９ページを御覧ください。 

款５.府支出金、項２.府補助金、目２.

包括的支援事業等費交付金の現年度分 29

万 3,000 円。また 10 ページを御覧くださ

い。 

款６.繰入金、項１.一般会計繰入金、目.

３.包括的支援事業等費繰入金の現年度分

29万 3,000 円、目５.低所得者保険料軽減

繰入金１万 1,000円、以上合計 152万円の

減額につきましては、先ほど歳出で説明し

ました、認知症伴走型支援事業に係る予算

の組み替えによる減額です。 

９ページにお戻りください。 

款４.支払基金交付金、項１.支払基金交
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付金、目１.介護給付費交付金の過年度分、

382万 9,000円、目２.地域支援事業支援交

付金の過年度分 209万 7,000円は、先ほど

歳出で申し上げました令和５年度介護保険

事業における給付実績に基づく精算による

追加交付金となります。 

10ページを御覧ください。 

款８.繰越金、項 1.繰越金、目 1.繰越金

の 5,638万 6,000円は先ほど歳出で説明申

し上げました、国、府等への償還金の財源

とな るものです。 

説明は以上です。 

御審査いただき御決定くださいますよう、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（池田忠史君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

11 ページの介護給付費準備基金積立金、

592万積み立てるっていうことなんですけど

も、現在どれぐらいの基金があるのか伺いま

す。 

○委員長（池田忠史君） 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

まず、決算書のほうにも載っておるかと思

いますが令和６年３月31日時点の基金現在高

ですが、８億 3,929万 8,753円になります。 

今、現在なんですけれども、直近になりま

すと、９億 3,469 万 2,246 円ということにな

っております。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

豊能町は元気な高齢者が多いいうことで、

介護保険を使ってないいう方がいらっしゃる

いうことがよくわかります。これも大阪府下

でもトップクラスだと思うんですけれども、

この基金、すごく９億ですね今おっしゃった

のは９億 3,000 万以上ありますけれども、こ

の基金を有効に活用できるいうような、お考

えあるのかどうか、ちょっとここで聞いてい

いことかどうかわかりませんがお願いします。 

○委員長（池田忠史君） 

  千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

この準備基金ということですので、介護保

険事業のほうに取り崩して役立てていくとい

うことがまず第一になります。ただ、近々に

利用しないですね、金額につきましてはこの

ぐらいの金額だったら、この年度でこのぐら

いの金額が要るだろうとかそういった推計の

ほうは、第９期介護保険計画のほうで立てて

おりますので、当面必要のない金額につきま

しては出納室のほうにそれをお伝えしまして、

出納室のほうで適切に運用いただいてるとい

うような状況でございます。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

他市ではいろいろそういうことで、基金が

ある場合は高齢者のための、ここはハニタス

がこれからまた走らせるという話になってま

すけど、そういう地域公共交通に利用すると

かねそういう、箕面なんか「ゆずるバス」な

んかの利用にも使われておるようですけれど

も、そういうふうなね、高齢者が安心・安全

に暮らせるようなところでの利用ができたら

いいなと思いますけど、またぜひ考えていた

だきたいと思います。これは要望ですが、あ

りましたらお願いします。 

○委員長（池田忠史君） 
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岡本健康増進課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ君） 

健康増進課、岡本です。 

今回、全員協議会のときに少し説明させて

いただきました。豊能町見守りサポート事業、

こちらのほうは大きな額ではないんですけれ

ども、介護保険の被保険者の方の保険料を活

用してさせていただくという事業を考えてお

ります。今年度に関しましては、50万円程度

というところですけれども、多くの高齢者の

方に使っていただけるようなサービスという

ことで今回、新たに始める事業ですので、こ

ういった活用の仕方を今後も検討していきた

いと思っております。 

○委員長（池田忠史君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

介護保険の利用度が、豊能町若干少ないっ

て言われてるんですけど、これを増やすよう

な働きかけっていうのはどういうふうにされ

てるんですかね。先日お会いした方で、私の

家族もそうなんですが入院とか病院にかかる

と、介護保険を勧められたりとか、病院の方

からも勧められたりして知ることができるん

ですよ。どういうことができますよっていう

ことを退院した後にね。でも、そういうこと

を、特にされてない方の高齢の方が、いや介

護保険なんて受けていいのみたいな、もう本

当にちょっと確実にもうしんどいんですよ歩

くのも、でもそういう対象そういうのを受け

ていいかどうかもあんまりよくわかっておら

れなかったんですよね。ですからそういった

方に対してどういうふうに知ってもらって介

護保険の認定を受けてこういうサービスがあ

りますよ。別に病気をしてなくてもちょっと

弱ってきたら、健康のために、デイサービス

とかも使えるんですよっていうところを、全

く知られなかったんですよ。そういった方も

結構おられるかと思うんで、そういった方の

利用度を増やすっていう方法というのは何か

考えておられますか。 

○委員長（池田忠史君） 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

介護保険料のほうの毎年、賦課の額が決定

するんですけども、その通知のお知らせの際

にですね、介護保険のしおりとか、そういっ

たものを入れまして、こういうサービスが使

える、こういう手順です。言ったようなこと

は周知させていただくようにしております。

またホームページの方でも保険のところで載

せておったりします。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

気になるのが、高齢化率が一番高く、50％

近いという中で、介護保険のところの利用度

が少ないっていうところが、いやもしかした

らこれから一気に増える可能性もあるのかな

という懸念があるんで、それだったらもうち

ょっと手前の要支援、要介護１ぐらいのとこ

ろから、予防的に使ってもらうことでそうい

うふうな医療費なりを抑制するところにつな

げていく必要があるのかなと。そのためには、

今利用していないけども、潜在的にもう介護

保険、使えるようなちょっと弱ってる方に、

何かこれまでのやり方で今の水準なわけです

から、それプラス何か考えて行かないといけ

ないんじゃないかなと思うんですがそこら辺

はいかがですか。 

○委員長（池田忠史君） 

岡本健康増進課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ君）  

健康増進課、岡本です。 
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私のほうは包括支援センターの窓口の状況

を含めてちょっとお話しさせてご説明させて

いただけたらと思うんですけれども。 

今、現在、要支援認定の方が圧倒的に多い

という状況がございます。多くの方がですね、

念のために、多くの方ということではないん

ですけれども比較的、今すぐ何かサービスが

っていう方も、もちろんいらっしゃるんです

けれどもそれより、そういう方とは別に、ま

た念のために将来のために受けておきたいと

か、病院とかで退院のときに案内されたので

何を使っていいかわからないけれども、申請

に来ましたという方が非常に多いように感じ

ております。包括支援センターのほうは、そ

ういった方のお話をしっかりお伺いして、そ

の方がどういうサービスを使っていただくと、

今後、比較的介護度が上がらないように、一

緒に頑張っていけるかというようなことを念

頭に、ご案内はさせていただくんです。 

今後はそういうさらに実際に使うときのこ

とを具体的に想定してっていうことを、ご案

内の中でしっかり対応していきたいなという

ふうに思っております。 

先ほど千歳課長のほうが申し上げました、

パンフレットを被保険者証と同封したり、保

険料のご案内のときにお知らせを入れたりと

いうことをしてるんですけれども、やはりそ

れも一定の効果がありまして、そういったも

のを窓口にお持ちになってこのサービスはど

ういうことだということで、いろいろお問い

合わせもいただいておりますので、そういっ

たところにきめ細やかに対応していきたいと

いうふうに思っております。 

○委員長（池田忠史君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

よく要支援の方は「お出かけくん」を使い

たいから介護認定を受けるんだということを

おっしゃられたりもするんです。僕それでい

いと思ってるんですよ。いろんなサービスを

受けることができるというのを知ってもらっ

て、気になるのは、課長言われたように病院

とかだといろいろ案内されるんですけどそこ

にあんまり通われていない。潜在的に弱って

いってる方とかがあまり知らないっていう現

実もあるんで、従来と同じような水準、同じ

ようなのではなくこれからさらに。豊能町の

高齢化率の背景を考えて、さらにそういった

ＰＲというものを、工夫を凝らした新しいＰ

Ｒっていうものを常にしていかないといけな

いのかなと思うんでそこら辺は今後よろしく

お願いします。 

○委員長（池田忠史君） 

その件ですけどもちょっと私からも。登録

されてない方の登録もですけど、登録はされ

てるそれこそ先ほどおっしゃったように登録

されてはいるけど、とったわとったでそのま

ま何もしていない方に対しての案内っていう

のは何かされてるんですか。 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

定期的に更新作業というのが、認定もあり

ますのでその際にお知らせのほうをしており

ます。以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

更新って２年とかですよね。なので２年お

きにしか案内してなければその間何も案内は

ないっていうことになると思うんですけど。 

岡本健康増進課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ君） 

健康増進課、岡本です。 

包括支援センターのほうでは、主に要支援

認定の方のプランなども業務の一環としてや

っております。サービスご利用のない方も実

際たくさんいらっしゃるんですけれども、ま
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ず申請時に相談などをお伺いしているという

ケースが多くございます。また、実際ご利用

されてない場合でも例えばご近所の方からち

ょっと心配だというようなお声があったらす

ぐ訪問に伺いまして、状況をお聞きしたりと

か、そういった形で実際サービスを使われて

ないちょっと大変ちょっとしんどい思いをさ

れてた方っていうのも中にはいらっしゃいま

す。 

そういった方につきましても、その情報を

素早くキャッチして対応するというふうに進

めて参りたいと思っております。 

○委員長（池田忠史君） 

先ほど永並委員がおっしゃったとおり、そ

ういうのはちょっと今後も案内していただけ

るようにお願いしたいと思います。 

  ほかに質疑ございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○委員長（池田忠史君） 

質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

   （「なし」の声あり） 

○委員長（池田忠史君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は原案のとおり可決と認めることに賛

成の方は挙手願います。 

   （全員挙手） 

○委員長（池田忠史君） 

挙手全員であります。 

よって、第41号議案は原案のとおり可決さ

れました。 

暫時休憩いたします。 

再開は 10時 40分です。 

（10時 30分 休憩） 

（10時 40分 再開） 

○委員長（池田忠史君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

続きまして第43号議案、令和６年度豊能町

一般会計補正予算（第３回）の件（関係部分）

のみを議題といたします。 

順次、提案理由の説明を求めます。 

池田教育総務課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田です。 

それでは第43号議案、令和６年度豊能町一

般会計補正予算（第３回）の件につきまして、

関係部分に関わる提案理由の説明を申し上げ

ます。 

それではＳｉｄｅＢｏｏｋｓ内豊能町議会

本会議、令和６年９月定例会議のフォルダ内、

第43号議案、一般会計補正予算書を御覧くだ

さい。補正予算書の６ページを御覧ください。 

第２表、継続費補正（追加）でございます。 

款10.教育費、項１.教育総務費の小中一貫

校施設整備事業でございますが、８月30日開

催の全員協議会で御説明いたしました、令和

８年４月に、東能勢中学校校舎で開校を予定

しております、義務教育学校を今後、東能勢

小学校校舎へ移転することを踏まえました工

事費に基づきまして東能勢中学校の施設整備

に係る費用といたしまして、令和６年度に実

施を予定しております実施設計業務に、

1,048 万 3,000 円。令和７年度に実施を予定

しております、工事監督業務に86万 7,000 円。

合計 1,135 万円を継続費として追加設定する

ものでございます。 

以上でございます。 

○委員長（池田忠史君） 

仲村福祉課長。 

○福祉課長（仲村晴好君） 

福祉課、仲村です。 

次に歳出につきまして御説明申し上げます。 

17ページをお開きください。 

款３.民生費、項１.社会福祉費、目１.社

会福祉総務費、７.障害者自立支援事業、246
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万 2,000 円及び次の11.障害児福祉事務事業、

63万 2,000 千円でございますが、事業費確定

に伴う国への償還金を補正するものでござい

ます。 

○委員長（池田忠史君） 

  千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

引き続き、補正予算書17ページを御覧くだ

さい。 

款３.民生費、項１.社会福祉費、目２.老

人福祉費でございますが、補正額の財源内訳

における特定財源、国府支出金に記載されて

おります 1,467 万 7,000 円のうち 1,391 万

7,000 円につきましては、介護保険特別会計

事業勘定繰出金事業の低所得者保険料軽減国

庫負担金及び府負担金が交付されることに伴

い、財源振り替えを行うものでございます。 

老人福祉費、３.介護保険特別会計事業勘

定繰出金事業、30万 4,000 円の減額は、介護

保険特別会計事業勘定における事業費の減額

に伴い、繰出金を減額するものでございます。 

○委員長（池田忠史君） 

  岡本健康増進課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ君） 

健康増進課、岡本です。 

続きまして老人福祉費、５.在宅高齢者支

援事業 152 万円は、第41号議案介護保険特別

会計事業勘定補正予算のほうで申し上げまし

た、認知症伴走型相談支援拠点整備事業につ

きまして、国の補助を受けて一般会計におい

て実施するため、組み替えを行うものでござ

います。 

○委員長（池田忠史君） 

高田こども育成課長。 

○こども育成課長（高田浩史君） 

  こども育成課、高田です。 

補正予算書 18ページを御覧ください。 

目２.児童福祉施設費、３.吉川保育所運営

事業のうち業務委託料 1,879 万 3,000 円は、

保育士派遣事業に係る保育士の派遣費用でご

ざいます。当初予算におきまして、フルタイ

ム３名、パートタイム３名、合計６名の保育

士派遣を見込んでおりましたが、会計年度任

用職員を募集しても応募がないという状況の

もとで、保育士派遣による不足する人員を補

充するため、フルタイム５名、パートタイム

１名、合計６名の保育士の配置に係る業務委

託料を増額するものです。 

続きまして、工事請負費 122 万 9,000 円は、

吉川保育所、食器洗浄機入替事業に係る工事

費用でございます。現在、吉川保育所で使用

している食器洗浄機が導入後、24年を経過し

たことから、本年４月以降、老朽化による故

障が相次ぎ給食調理業務に支障が出ているた

め、業務用食器洗浄機の入替工事を行うもの

です。 

○委員長（池田忠史君） 

仲村福祉課長。 

○福祉課（仲村晴好君） 

福祉課、仲村です。 

次に目３.児童措置費２.児童手当支給事業

3,581 万 1,000 円でございますが児童手当法

の改正により児童手当が令和６年10月分以降

拡充されます。改正内容につきましては次の

５つでございます。一つ目ですが、所得制限

の撤廃。二つ目です。支給対象児童の年齢を

中学生卒業までから高校生年代までに延長。

三つ目です。第３子以降の手当額を月３万円

に増額。四つ目です。第３子以降の算定に含

める。対象年齢を18歳から22歳まで延長し引

き上げます。五つ目です。支給回数を年３回

から年６回に変更いたします。以上が改正内

容でございまして、この改正に伴う扶助費及

び事務費を増額するものでございます。 

○委員長（池田忠史君） 
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岡本健康増進課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ君） 

健康増進課、岡本です。 

次の款４.衛生費、項１.保健衛生費、２.

予防費、扶助費の３.予防接種推進事業の80

万円ですが、内訳のほうが19ページのほうに

ございます。新型コロナウイルスワクチン健

康被害救済に係る扶助費が60万円。感染症予

防事業の事業費確定に伴う国への償還金が20

万円でございます。 

同じく、予防費の４.新型コロナウイルス

ワクチン接種体制確保事業 3,233 万円は、事

業費確定に伴う国への償還金を補正するもの

でございます。 

次の目３.母子衛生費の３.子育て世代包括

支援センター（母子保健型）運営事業84万

3,000 円は、事業費確定に伴う国への償還金

を補正するものでございます。 

○委員長（池田忠史君） 

  池田教育総務課長。 

○教育総務課（池田拓也君） 

教育総務課、池田です。 

そうしましたら補正予算書の20ページを御

覧ください。款 10.教育費、項 1.教育総務費、

目２.事務局費の２.学校園管理事業の 17.機

械器具費でございますが、電波法の改正によ

りまして、現在各小学校で使用しております

アナログ式無線機の使用が令和６年11月末で

使用できなくなることから、新たにデジタル

式無線機を購入するため、その購入費用とい

たしまして、147万９千円を補正するもので

ございます。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

  峯義務教育課長。 

○義務教育課長（峯 亜希子君） 

義務教育課、峯です。 

款10.教育費、項１.教育総務費、目２.事

務局費の中に、保幼小中一貫教育推進事業、 

18.補助金、豊能町立小中学校記念事業補助

金でございますが、これは令和７年度に迎え

る東能勢小学校創立 150 周年及び東能勢中学

校創立78周年の記念事業に対して、ふるさと

寄附で納入された寄附金を財源として、補助

金として補正するものでございます。 

なお、記念事業につきましては、記念誌の

作成、横断幕の作成やプロモーションビデオ

の作成、それから令和７年の秋ごろに記念イ

ベントを予定されていると伺っております。

予算については、豊能町立小中学校記念事業

補助金が36万５千円を補正するものでござい

ます。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

池田教育総務課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

引き続きまして同じ事務局費の13.小中一

貫校施設整備事業、12.業務委託料でござい

ますが、先ほど継続費補正（追加）のところ

でご説明させていただきました。東地区小中

一貫校、東能勢中学校の施設整備事業にかか

ります令和６年度に実施する実施設計業務に

係る費用といたしまして、1,048 万 3,000 円

を補正するものでございます。 

続きまして、補正予算書の21ページをお開

きください。 

款10.教育費、項２.小学校費、目１.学校

管理費、２.小学校管理事業の18.東能勢小学

校支障木伐採事業負担金でございますが、東

能勢小学校北館に隣接しております北側民有

地との境界付近にございます支障木につきま

して、北側校舎に覆いかぶさる可能性が高い

小木、竹を含むを隣接所有者と協力して伐採

し町の敷地内に係る伐採費用を負担するため、

今回負担金といたしまして、183 万円を補正

するものでございます。 
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○委員長（池田忠史君） 

中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

生涯学習課、中谷です。 

同じく 21ページでございます。 

教育費、保健体育費、スポーツ振興費の３. 

シートス管理事業、工事請負費の 464 万５千

円でございますが、スポーツセンターシート

スの25メートルプールと幼児用プールの熱交

換器制御装置と、漏水をしている三方弁を更

新するものです。 

○委員長（池田忠史君） 

  仲村福祉課長。 

○福祉課長（仲村晴好君） 

歳出の説明は以上でございまして、次に歳

入についてご説明申し上げます。 

13ページにお戻りください。 

款15.国庫支出金、項 1.国庫負担金、目 1.

民生費国庫負担金、節３.児童措置費国庫負

担金の 1.児童手当国庫補助金、3,516 万円で

ございますが、歳出のところでご説明申し上

げました、制度改正に伴う児童手当支給対象

拡大分の扶助費に係る国庫負担金でございま

す。 

○委員長（池田忠史君） 

千歳保険課長。 

○保険課長千歳あや乃君） 

保険課、千歳です。 

引き続き13ページを御覧ください。 

款 15.国庫支出金、項１.国庫負担金、目

１.民生費国庫負担金、節４.老人福祉費国庫

負担金の１.低所得者保険料軽減国庫負担金

927 万８千円でございますが、歳出のところ

でご説明申し上げました、介護保険特別会計

事業勘定繰出金事業に係る財源振替分の国庫

負担金です。 

○委員長（池田忠史君） 

岡本健康増進課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ君） 

健康増進課、岡本です。 

同じく項１.国庫負担金の衛生費、国庫負

担金、１.新型コロナウイルスワクチン健康

被害給付費国庫負担金60万円は歳出で申し上

げました、新型コロナウイルスワクチン健康

被害救済に係る扶助費に係る国庫負担金でご

ざいます。 

続きまして、款15.国庫支出金、項２.国庫

補助金、目２.民生費国庫補助金、節 1.社会

福祉総務費国庫補助金の４.認知症総合戦略

推進事業国庫補助金76万円は、歳出で申し上

げました、認知症伴走型相談支援拠点整備事

業の費用に係る国庫補助金を補正するもので

ございます。 

○委員長（池田忠史君） 

仲村福祉課長。 

○福祉課長（仲村晴好君） 

福祉課、仲村です。 

次に節４.児童措置費国庫補助金の１.子ど

も・子育て支援事業費補助金 79 万 3,000 円

でございますが、歳出のところでご説明申し

上げました、制度改正に伴う児童手当支給対

象拡大に係る事務費及び人件費に対する補助

金を補正するものでございます。 

○委員長（池田忠史君） 

岡本健康増進課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ君） 

健康増進課、岡本です。 

続きまして、目３.衛生費国庫補助金、減

16 万５千円ですが、こども食堂支援補助金

に対する補助制度の改正に伴い、３.地域子

供の未来応援交付金を減額し、４.母子家庭

等対策総合支援事業国庫補助金を増額するも

のです。 

○委員長（池田忠史君） 

千歳保険課長。 

○保険課長（千歳あや乃君） 
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保険課、千歳です。 

引き続き 14ページを御覧ください。 

款16.府支出金、項１.府負担金、目２.民

生費府負担金、節５.老人福祉費府負担金の 

１.低所得者保険料軽減府負担金 463万 9,000

円でございますが、こちらも最初のところで

ご説明申し上げした、介護保険特別会計事業

勘定繰出金事業に係る財源振替分の負担金で

ございます。 

説明は以上です。 

御審査いただき御決定くださいますよう、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（池田忠史君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

歳出の18ページ児童福祉施設費の吉川保育

所運営事業 2,002 万 2,000 円ですね、これは

先ほど説明ございまして、業務委託料につき

ましては保育士不足で、フルタイムの方５名、

パート１名計６名と聞いたんですけど、これ

で 1,879 万 3,000 円聞きました。これ、契約

期間は１年ということでよろしいんでしょう

かまずお願いします。 

○委員長（池田忠史君） 

高田こども育成課長。 

○こども育成課長（高田浩史君） 

令和７年の３月末までの一年間でございま

す。 

○委員長（池田忠史君） 

永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

それと工事請負費が 122 万９千円で食器洗

浄機の故障ということで20数年間使われてま

す。故障でもう使えないということだったん

ですけども、これも食器洗浄機とあとですね、

給水排水管があるんですけどこれは再使用で

きるのかどうかそれも含めての金額なのか、

この点についてお願いします。 

○委員長（池田忠史君） 

高田こども育成課長。 

○こども育成課長（高田浩史君） 

  子ども育成課、高田です。 

食器洗浄機の入れ替えに関しましては給水、

排水管ですね、これはそのまま既存のものを

使う予定をしております。 

以上でございます。 

○委員長（池田忠史君） 

永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

続きまして歳出20ページですね、事務局費

の学校園管理事業、機械器具費 147 万 9,000

円でございまして、これは先ほど聞きまして

ですね、アナログ方式の無線機をデジタル式

に変えると聞きました。これ何校、分なんで

すか。147 万 9,000 円なんですけど、学校は

何校、分としての計上なのか、その辺につい

てお願いします。 

○委員長（池田忠史君） 

池田教育総務課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。今回予算

計上させていただいております。デジタル式

無線機の台数でございますが、令和８年４月

に開校予定をしております。義務教育学校の

教職員数に合わせて今回台数を設定させてい

ただいておりまして、87台を予定しておりま

す。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正子君） 

21ページ、シートス管理事業のことなんで

すけども、機械変えるということで利用者の

方にご不便とかそういうことは関わってくる

のでしょうか。 
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○委員長（池田忠史君） 

中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

生涯学習課、中谷です。 

一応工事を行うのに、実際８日間ぐらいは、

シートスのプールを止めないといけないとい

うことになりまして、ですので約１週間から

10日ぐらいは、一旦プールを止める形で工事

を行うようになります。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正子君） 

関連なんですけど、それを止めるというこ

とは 1 ヶ月で月謝を支払ってる方たちに対し

ての対応はどうされるんでしょうか。 

○委員長（池田忠史君） 

中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

生涯学習課、中谷です。 

今後の対応につきましては、指定管理者で

あるシートスと今後協議することになるんで

すが、一応日割りでどう金額を日割りで戻す

とかいうのもちょっと検討をさせていただき

たいんですが、その辺りが可能かどうか今後

シートスのほうと協議して参りたいと考えて

おります。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

すいません、関連なんですけど、これ、ど

のタイミングでするのかわからないんですけ

ど、その住民さんに対する周知っていうのは、

どういう形の予定をしておられるんですか。 

中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

生涯学習課、中谷です。 

まずはホームページ等で周知をさせていた

だくのと、あとご使用になられてる方につき

ましては、概ね定期利用とかされてる方とか

スクールとかがございますので、その方には

事前に工事日がわかり次第、今使っておられ

る方については来られたときに連絡をさせて

いただくような形で、あとシートスのところ

に周知の掲示を行いたいと考えております。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

シートスの関連ですけれども、464 万５千

円、結構高いね、改修費用になっております

がシートスは今、利益を伴っている営業運営

をしているのかと思うんですけれども利益分

の２分の１かな、この改修費用に使ういうよ

うなことは、それはあるんですか。できるこ

とになっていますか。 

○委員長（池田忠史君） 

中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

生涯学習課、中谷です。 

工事等の内容につきましては、指定管理者

との協議事項に当たりまして、施設の改修に

つきましては費用が大きくなる分につきまし

ては町が負担するというような形になってお

りますので、シートスの売り上げがというこ

とではなく、シートスの指定管理者から負担

をいただくことはなく町の負担で支出するも

のと考えております。 

○委員長（池田忠史君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

それじゃこれには全く入ってないいうこと

でいいわけですね。はい。わかりました。 

あともう一つあるんですけど、よろしいで

しょうか。20 ページ今ご説明いただきまし

た、10.教育費のところです。説明の13.小中

一貫校整備事業ですね、これ東能勢小学校の
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ことですが当初予算は１億 2,316 万 3,000 円

ですかね、少なくなっているという話なんで

すけれども、東能勢小の校舎改修費は別途と

いうことをおっしゃっておりますが、この点

については予算額っていうのは全く今はわか

らないいうことでよろしいんでしょうか。 

○委員長（池田忠史君） 

池田教育総務課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田です。 

今回補正させていただいておりますのは、

現在の東能勢中学校校舎を改修させていただ

くために、継続費を追加設定させていただい

ております。今委員からご質問がありました、

東能勢小学校校舎、今後移転して後の改修に

係る費用ということでございますが、この改

修費用につきましては、これからですね、詳

細な設計等を積んでいきますので、今現在具

体的に幾らという額はちょっと出てこないか

なというふうに考えております。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

これから言うことですが工期もいろいろあ

りますが、開校が令和７年おっしゃってたか

な。それに間に合うようにできるということ

でよろしいんでしょうか。小学校は最短で令

和11年というふうに。思い出しました、すい

ません。それには間に合うように行けるとい

うことでよろしいですか。 

○委員長（池田忠史君） 

池田教育総務課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。 

今、東能勢小学校校舎への移転ということ

で、最短で何年ぐらいかかるかということで

ご説明をさせていただいてるかと思うんです

が、令和８年度から基本設計を開始いたしま

して、最短で11年度に開校ができる。これが

最短でございます、ということでご説明をさ

せていただいているかと思います。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

21 ページの東能勢小学校の支障木伐採事

業なんですけど、これは以前私たちもちょっ

と議員の皆さんで視察に行きましたけども、

ちょっと北館のとこがちょっとカビがあると

かいうこともあったやつ、日当たりが、ちょ

っと悪いということでそのような対策のため

に伐採をするということでよろしいでしょう

か。 

○委員長（池田忠史君） 

池田教育総務課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田です。 

東能勢小学校の北館に隣接しております。 

また竹であるとか或いはちょっと数本ですけ

ど大きい木がございまして当然、校舎に与え

る影響というのがございますので、その部分

につきまして、今回地権者と協議が整ったと

いうことで伐採をすると。今委員おっしゃら

れるようにカビの対策ということで、一定伐

採することで通気性は良くなるかとは思いま

すので、幾分かそれは解消されるかとは思い

ますが、カビの対策云々というところにつき

ましては、東能勢小の小学校校舎を改修する

に当たりまして、対策を講じるというふうに

議会のほうでも説明させていただいてるかと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 
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今回の教育費に小中一貫校整備事業債と体

育施設整備事業債を使ってると思うんですけ

ども。体育施設整備事業債っていうのは、こ

れはシートスと先ほど質問ありますシートス

管理事業の 410 万円に使ってるということで

しょうか。小中一貫校のほうも財源について

伺います。 

○委員長（池田忠史君） 

  中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

生涯学習課、中谷です。 

おっしゃるとおりシートスの更新工事に伴  

事業債になっております。 

○委員長（池田忠史君） 

池田教育総務課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課長、池田です。 

補正予算書 15 ページにございます町債、

教育債での２.学校教育施設等整備事業債で

ございますが、小中一貫校の整備事業債とい

うことでこの分に充てるようになっておりま

す。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

先ほど寺脇委員のほうからお話出ましたけ

ども東能勢小学校の北館のね、竹木ですかね。

これ 183 万円で、持ち主の方と協議されて、

こういうお金をはじかれたと思うんですけど、 

183万円という多額のお金を使ってね、また

数年したらまた生えてきたというのも困るの

で、どんな施工されるのかね、根っこから全

部取ってしまって木もそうですけど、竹もそ

うですけども二度と生えてこないという、協

議をされたのかどうか。特に竹ですわ。その

辺のところどういう協議で積算されて183万

円というお金が計上されたのかということで、

お聞きいたします。 

○委員長（池田忠史君） 

池田教育総務課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田です。 

今隣接の事業者と協議をしている伐採の方

法でございますが、一定北側が法面になって

ございますので根からすべて起こすというこ

とになりますと、崩れる恐れっていうのは当

然ございますので、根を残した状態で伐採を

していくというふうに予定しております。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

  永谷委員。 

○委員（永谷幸弘君） 

二度と生えてこないという工法があればで

すね、またこれ金を使うことになるし、また

何年かしたら、これ我々は懸念してるんです

が、傾斜ですので、当然そういうことがあり

ますので、一旦やれば、何年か10年か知りま

せんけれども、やっぱり生えてこないという

ことやっていく、またお金を使っちゃうので、

そういう工法は、都市建設部としっかり協議

していただいて、都市計画なるんかわかりま

せんけれども、それを我々は切望しておりま

す。 

せっかくお金使ってまた出てきたと、またこ

れ使わなあかんというね、町長ね、大事な財

政ですのでその点も吟味して、検討をお願い

します。要望でございます。 

○委員長（池田忠史君） 

すいませんちょっと工法の話というかです

けど、竹を枯らす方法っていろいろあると思

うんですけど、その方法はできないっていう

ことなんですか。 

池田教育総務課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課長、池田です。 
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特に枯らす方法を詳しくちょっと調べたわ

けではございませんが、除草剤関係のもので

竹を枯らすといったときに、竹の根っていう

のは表層でかなり広域に張るものでございま

すので、根ごと枯らすと、先ほど説明しまし

たとおり表層崩れというものが生じますので、

基本的に竹を枯らすのに除草剤等で根から枯

らしてしまうというのは、かなりなんていう

か平地であれば、そういうことも想定されま

すが、今回傾斜地でございますので、ちょっ

とそういうのは想定しておりません。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

  永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

シートスのところで先ほど課長がこれから

定期の利用料の返還ができるかどうかってい

うのを検討って言われたんですけど、それ決

めとかないと駄目なんじゃないですか。すで

に打ち合わせをして、やはり、１日２日の工

事じゃなくて10日近く止めるんであれば１ヶ

月の３分の１を止める、利用不可にするんで

すよねってなるとそこのやはり利用料の返還

っていうのは、まずはする前提で、その方法

はもちろん議論してもらえればいいですけど、

可能かどうかと言われると、もしかしたら返

還しないこともあるのかなっていうふうに聞

こえてしまったんですけど、そこら辺は、一

応返還はするけどもその手段の方法について、

どういう方法があるかを検討していくという

ことでよろしいですか。 

○委員長（池田忠史君） 

中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

生涯学習課、中谷です。 

現在、指定管理者とまだその料金について

の協議をちょっと今現在しておりません。実

際のところで、一応システムといいますか、

対応が可能かどうかというところで、相談を

していくことに今後協議することになるんで

すけど、一応その場合ですね、もし減額して

お返しするということになりますと、おそら

くシートスとしましては損害が発生するとい

うことで、その部分は町に指定管理料として

また請求されるというようなこともちょっと

考えられますのでその辺り今後、今おっしゃ

っていただいたように事前にもう協議してお

くべきであったんですけど、今後、工事が決

まり次第、協議をして決定して参りたいと考

えております。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

その他の方法論はこれから検討してもらえ

ればいいんですけど、利用料としてそれだけ

止めるんであれば。絶対、いろいろ出てきま

すよ。そんだけ止めといてこんだけ取るって

いう話で確実にいろんな利用者から出てくる

んで、そこら辺は方向性として、返還します、

いやしませんっていう方向性は出さないと、

一応返還はされるんですよね。その方法だと

そのあと、例えばシートスに指定管理に損害

が出たから町に請求するっていうのは、それ

は町と指定管理者の話で利用者関係ないです

よね。利用者に対してどういう補填をするか、

補填はするけども方法がシステム上ね、でき

るものなのか。実際に手払いでするのかって

いうところは、方針としては、町は示す必要

があるんじゃないですか。 

○委員長（池田忠史君） 

中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

生涯学習課、中谷です。 

今回、実際に休館日等で対応可能かという

ことで実際は考えておりました。ただ、工事
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を行うのに水を抜いたりとかいうことが発生

するということがわかってきまして、工期が

８日程度かかるということが、打ち合わせし

ていく中で発生しまして、実際今まだシート

スの指定管理者と協議をしていない中で、こ

の場で確実にちょっと返しますということは、

今のところ、お答えはちょっとできないと考

えておりますが、またその辺はシートス指定

管理者と協議して参りたいと考えております。 

○委員長（池田忠史君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

確実に住民からクレーム来るって、そんな

んは。それを１日２日の止めるんじゃなくて、

10 日間近くか８日からぐらいを止めること

になったら、１ヶ月の３分の１ですよね。三

分の１止めるのに、返さないかもしれないな

んてなったら絶対そっちの対応の方が大変に

なると思いますよ。でもそれはシートスとし

ては指定管理者としてはそういう対応をとる

かもしれないけどそれは町の設備を更新なん

でその分は町が返しますみたいな、何らかの

方針というのはすぐ出せると思いますよ。そ

こら辺は明確に示してもらわないと、こう打

ち合わせをしていく中でそういうことが工期

がすごい延びてきた。でも、そうするとそこ

の、延びたことによる被害を受ける損害を受

ける人たちに対しての補填の方法とか方針な

んかは先に決めておく必要があると思います

よ。そこを示して決めた上でこれ出してこな

いと。そうしなかったらそれ決めた上で出し

なさいってなりますけど。 

○委員長（池田忠史君） 

中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷 匠君） 

生涯学習課、中谷です。 

一応今のところ、はっきりお答えすること

はできませんが返還をできるような形で、シ

ートスの指定管理者と今後協議していきたい

と考えております。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

ちょっと私のほうから一点、先日、質問も

ありましたけども何ページやったかな、記念

事業、20ページですね、豊能町立小中学校記

念事業の補助金これ、ふるさと寄附からって、

いうことになってますけど、今後他に小学校

等閉鎖されるところについても、記念事業は

されると思うんですよ。その場合、これ、寄

附金の項目の中に上げることはもちろん可能

なんですよね。これ小学校 150 周年の特別や

から上げたけど、普通の記念事業は各保護者、

ＰＴＡでやってください。お金は，もう自分

たちだけで、寄附金でやってくださいってい

うことなのかその辺だけ確認したいです。 

○委員長（池田忠史君） 

峯義務教育課長。 

○義務教育課長（峯 亜希子君） 

義務教育課、峯です。 

現在、東能勢小中学校のほうから申し出が

ありまして行っておりますが、他の学校も、

これから協議していく中で申し出がありまし

たら、また町として検討のほうをしていきた

いと思っております。 

○委員長（池田忠史君） 

永並委員。 

○委員（永並 啓君） 

今の件に関して、それはこれから三小学校

が廃校になっていくような形で、そしたら記

念事業っていうところあるんです。こういう

手法があるっていうことは各学校長、ＰＴＡ

のほうにはお伝えはされてるんですね、ふる

さと基金を使ってこういうことができますよ

っていうのはそこだけ確認させてください。 

○委員長（池田忠史君） 

峯義務教育課長。 



26 

 

○義務教育課長（峯 亜希子君） 

義務教育課の峯です。 

このような方法があるということは学校長

とも確認をしておりますので、やり方がある

ということは周知されております。 

以上です。 

○委員長（池田忠史君） 

  ほかに、質疑ございませんでしょか。 

      （「なし」の声あり） 

○委員長（池田忠史君） 

質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

      （「なし」の声あり） 

○委員長（池田忠史君） 

討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

本件は原案のとおり可決と認めることに賛

成の方は挙手を願います。 

     （全員挙手） 

○委員長（池田忠史君） 

挙手全員であります。 

よって、第43号議案は原案のとおり可決さ

れました。 

以上で本委員会に付された案件はすべて終

了いたしました。 

続きまして、その他について委員間討議を

行う事項は何かございませんか。 

      （「なし」の声あり） 

○委員長（池田忠史君） 

以上で本委員会を閉会したいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

    （「異議なし」の声あり） 

○委員長（池田忠史君） 

異議なしと認めます。 

よって本委員会は閉会することに決定いた

しました。 

これで本日の会議を閉じます。 

本委員会の閉会に当たり、町長から挨拶が

ございます。 

上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

福祉教育常任委員会の閉会に当たりまして

一言御挨拶を申し上げさせていただきます。 

本日提案させていただきました議案に対し

まして慎重に御審査賜り、御決定を賜りまし

て誠にありがとうございました。いただきま

したご意見等につきましては、執行の段階で

しっかりと配慮させていただきまして、注意

を払って参りたいと考えておりますので、引

き続きのお力添えをいただきますようにお願

いを申し上げまして、御挨拶とさせていただ

きます。 

本日はどうもありがとうございました。 

○委員長（池田忠史君） 

これをもって福祉教育常任委員会を閉会い

たします。 

どうもお疲れ様でした。 

 

午前11時23分 閉会 
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